
２０２３年度 企業の知的財産を守る特許相談会 

 

 産業財産権（特許、実用新案、商標、意匠）にかかわることなら何でもご相談ください。 

開 催 日  

第 1 回 ２０２３年 4月 11日(火) 

第 2 回 ２０２３年 6月 13日(火) 

第 3 回 ２０２３年 8月 8日(火) 

第 4 回 ２０２３年 10月 10日(火) 

第 5 回 ２０２３年 12月 12日(火) 

第 6 回 ２０２４年 2月 13日(火) 

原則として（隔月第 2火曜日）（相談日については相談可能です。） 

上記以外に相談のご希望日があれば、臨時個別相談も承っております。 

場 所 成田商工会議所 第一相談室 

時 間 １３時～１６時（１件あたりの相談時間は、１時間程度）  

講 師 日本弁理士会関東会千葉委員会所属弁理士（原則として） 

募      集 （予約制）電話 ０４７６－２２－２１０１  FAX ２２－２１０７ 

          必要事項を記入のうえファックス願います。 

主 催 成田商工会議所 中小企業相談所、一般社団法人 千葉県発明協会、 

日本弁理士会関東会千葉委員会 
 

･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・切り取らずにご返送ください･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・ 

FAX： ０４７６－２２－２１０７ 

成田商工会議所 無料特許相談会 担当 行 

 ２０２３年度 「企業の知的財産を守る特許相談会」 申込書        年  月  日 

事業所名 (業種：     ) 氏 名  

所 在 地  相談希望に該当するものに○をつけて下さい。 

電 話  特許、 実用新案、 商標、 意匠、 その他 

 


